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資料１ 

峡南地域保健医療推進委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１ 地域の住民の健康、適正な医療供給体制の確保等保健所所管の保健、医療

等の行政を総合的、計画的に推進することを目的として峡南地域保健医療推進

委員会（以下「推進委員会」という。）を設置する。 

 

（地域） 

第２ 推進委員会の地域は、峡南医療圏の区域とする。 

 

（推進委員会の名称） 

第３ 推進委員会の名称は、次のとおりとする。 

峡南地域保健医療推進委員会 

 

（所管事項） 

第４ 推進委員会は、第１の目的を達成するため次に掲げる事項について意見を聴

取するとともに、必要な連絡調整を行う。 

（１）地域保健医療計画に関すること 

（２）救急医療及びへき地医療対策に関すること 

（３）医療資源の共同利用等医療の供給体制に関すること 

（４）市町村保健計画に関すること 

（５）地域の保健指導等に関すること 

（６）介護保険関連用務に関すること 

（７）その他、地域内の保健、医療等の充実、向上に関すること 

 

（構成員） 

第５ 推進委員会は、地域の保健、医療等に関する知識または経験を有する、次の

者のうちから保健福祉事務所長が依頼する委員をもって構成する。 

（１）地域内市町村の代表者 

（２）関係行政機関の代表者 

（３）保健、医療関係団体の代表者 

（４）医療施設の代表者 

（５）福祉関係団体関係者 

（６）社会福祉施設関係者 

（７）学校関係者 
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（８）事業所等関係者 

（９）学職経験者 

（１０）その他、保健、医療関係事業等の推進に関して必要と認める者 

  

（会議） 

第６ 推進委員会は、保健福祉事務所長並びに委員の中からあらかじめ保健福祉事

務所長が指名する座長が招集する。 

会議は座長が進行する。 

２ 推進委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことがで

きる。 

３ 推進委員会は、必要に応じて専門委員会を開催することができることとし、専門

委員会の委員は、推進委員会の委員の中から保健所長が指名する。 

 

（事務局） 

第７ 推進委員会の事務局は、峡南保健福祉事務所に置く。 

 

（委任） 

第８ この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、峡南

保健福祉事務所長が定める。 

 

 

附則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 


